
平成２９年度福祉サービス運営適正化委員会事業報告書（概要） 

１ 苦情解決部会（開催回数：６回） 

   福祉サービスに関する利用者等からの苦情に対し、適切な解決を図ることを目

的に開催した。また、苦情相談への対応として、必要に応じて事業所への事情調

査を実施し、指導助言を行った。 

開 催 日 

（開催回数） 

出席 

委員数 
議  題 

５月３０日 

(第１０２回) 
８人 

① 苦情相談等の受付状況（平成２９年３月～４月）について 

② 苦情相談等の現況について 

③ 「運営適正化委員会における福祉サービスに関する苦情解決

事業について」の一部改正について 

④ 「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解

決の仕組みの指針について」の一部改正について 

⑤ 平成２９年度福祉サービス苦情解決事業における巡回訪問

について 

７月１４日 

(第１０３回) 
７人 

① 苦情相談等の受付状況（５月～６月）について 

② 苦情相談等の現況について 

９月１２日 

(第１０４回) 
５人 

① 苦情相談等の受付状況（７月～８月）について 

② 苦情相談等の現況について 

③ 平成２９年度福祉サービス苦情受付担当者研修会について 

１１月１０日 

(第１０５回) 
７人 

① 苦情相談等の受付状況（９月～１０月）について 

② 苦情相談等の現況について 

１月２６日 

(第１０６回) 
８人 

① 苦情相談等の受付状況（１１月～１２月）について 

② 苦情相談等の現況について 

３月 ９日 

(第１０７回) 
８人 

① 苦情相談等の受付状況（平成３０年１月～２月）について 

② 苦情相談等の現況について 

③ 平成３０年度福祉サービス苦情解決事業における巡回訪問

について 

④ 平成３０年度山口県福祉サービス運営適正化委員会事業計

画（案）について 

⑤ 平成２９年度福祉サービス苦情解決制度研修会の報告につ

いて 



２ 苦情相談等の状況 

平成２９年度（平成２９年４月から平成３０年３月末まで）の相談等の受付件数

は、総数１４８件（うち苦情相談が９１件、問い合わせ等が５７件）であった。 

相談方法は、電話によるものが最も多く１３５件、来所相談は６件、書面（手紙・

FAX・電子メール）による相談は７件であった。 

 

表１ 相談方法別件数 

来 所 電 話 書面（手紙・ＦＡＸ・電子メール） 合 計 

6件 135件 7件 148件 

 

表２ 相談内容別、申出人別ごとの受付状況     （平成 29 年 4月～平成 30 年 3月） 

申出人属性 

相談内容 
利用者 家族 代理人 職員 その他 合計 

苦

情 

等

相

談 

 

苦

情

内

容 

サービスの内容（職員の接遇） 25 13   2 40 (21) 

サービスの内容（質や量） 3 3    6 ( 4) 

説明・情報提供 7 4    11 ( 9) 

利用料 1 1    2 ( 3) 

被害・損害 3 1  1 1 6 ( 9) 

権利侵害 1 2    3 ( 2) 

その他 13 7  2 1 23 ( 3) 

一般相談（福祉サービス以外）      0 ( 8) 

小    計 53 31 0 3 4 91 (59) 

問い合わせ 
苦情解決制度関連 1   14  15 (20) 

その他 28 5  3 6 42 (42) 

小    計 29 5 0 17 6 57 (62) 

合     計 
82 

(71) 

36 

(19) 

0 

(1) 

20 

(24) 

10 

(6) 

148 

(121) 

注：（ ）内は、平成２８年度受付件数 

 

 申出人別受付状況は、「利用

者」が最も多く５３件、次いで

「家族」からが３１件となって

おり、当事者やその家族からの

申出が約９０％を占めている。

苦情相談９１件のうち、匿名希

望は６件（約７％）である。 
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図-１ 苦情申出人別受付状況



 苦情内容は、「サービスの内

容（職員の接遇）」に関するこ

とが最も多く４０件、次いで

「その他」が２３件、「説明・

情報提供」が１１件である。 

 職員の接遇に関する苦情が、

前年度と同様に多くなってい

る傾向がある。 

 

 

 

 

 

表３ 苦情内容別、種別ごとの受付状況        （平成 29 年 4 月～平成 30 年 3 月） 

            種別 

相談内容 
高齢者 

障 害 者 
児童 その他 合計 

身体 知的 精神 

苦 

情 

等

相

談 

 

苦

情

内

容 

サービスの内容（職員の接遇） 5 1 13 17 2 2 40 (21) 

サービスの内容（質や量） 3  1 2   6  (4) 

説明・情報提供 3  4 2 1 1 11  (9) 

利用料 1   1   2  (3) 

被害・損害 2 2 1 1   6  (9) 

権利侵害 1  2    3  (2) 

その他 8  4 6 1 4 23  (3) 

一般相談（福祉サービス以外） 0 0        (8) 

合   計  
23 

(12) 

3 

(4) 

25 

(7) 

29 

(26) 

4 

(2) 

7 

(8) 

91 

(59) 

注：（ ）内は、平成２８年度受付件数 

種別（※どのような申出人か）

での受付状況は、「精神障害者」

が２９件と最も多く、「知的障害

者」２５件、「高齢者」２３件と

続いている。 

どの種別からも、「サービスの

内容（職員の接遇）」に関する苦

情が多くなっている。 

 

 



表４ 苦情解決の状況                （平成 29 年 4 月～平成 30 年 3 月） 

月 

苦 情 ・ 一 般 相 談 等 

小 計 

その他 

(問い合わせ 

等) 

合 計 
①当事者間 ②伝 達 ③紹 介 ④その他 

⑤申入れ、 

調査等 

4    2 5 7 4 11 

5   1 3 3（1） 7 9 16 

6    3 4（1） 7 6 13 

7    2 2 4 6 10 

8   1 4 2 7 5 12 

9   2 2 3 7 2 9 

10   2 5 2 9 5 14 

11   1 2 3 6 4 10 

12    4    5(1) 9 6 15 

1  1  3 3 7 1 8 

2   1 4 6 11 1 12 

3   3 2 5 10 8 18 

計 0 1 11 36 43（3） 91 57 148 

注：（ ）内は、施設等への事情調査件数 

 

（苦情解決状況の結果）について 

① 当事者間 ＝ 当事者間の話し合い解決の推奨，申出人への助言 

② 伝  達 ＝ 行政機関等への伝達 

③ 紹  介 ＝ 専門機関・関係機関の紹介 

④ そ の 他 ＝ 申出人から申出を取り下げられたもの、事情調査ができなかったもの 

（※上記の方法以外の方法で終了。傾聴を含む。） 

⑤ 申入れ、調査等 ＝ 施設への申入れ、事情調査、あっせん、県知事通知 

 

９１件の苦情相談のうち、

「施設への申入れ、事情調査」

が４３件、次いで「その他」（傾

聴含む）が３６件、「専門機関・

関係機関の紹介」が１１件とな

っている。 

なお、事業所等への事情調査

（訪問）は、３件実施した。 

 

 

 



年次別受付状況（平成２５年度～平成２９年度） 

 

 

 

 
 
 
 



３ 広報・啓発、調査研究活動状況 

（１）山口県福祉サービス運営適正化委員会事業報告書を作成し、社会福祉法人をは

じめとする関係機関・団体に配布した。 

（２）「山口県社協ニュース」にて、事業の紹介、部会報告後の受付状況や研修会等

の案内、また事業の実施結果について情報提供を行った。 

（３）県社協ＨＰにおいて、苦情解決制度や委員会における苦情受付状況に関する情

報提供を行った。 

（４）巡回訪問の実施（２３箇所） 

事業所段階における苦情解決体制の整備状況及び苦情への対応状況を把握し、苦

情解決制度の効果的な運用を促進することを目的に巡回訪問を実施した。 

 市町社会福祉協議会（１０箇所）については、現地調査時に実施した。 

［訪問事業所］（１３箇所） 
 

市町名 施 設 名 施 設 種 別 訪 問 日 

岩国 たんぽぽ保育園 保育所 ７月 ４日(火) 

下松 第１しょうせい苑 
障害者支援施設 

（施設入所支援） 
７月３１日(月) 

田布施 
くろがねもち 

デイサービスセンター 
通所介護 ８月 ８日(火) 

岩国 美川苑 特別養護老人ホーム ８月２９日(火) 

宇部 第２はばたき 就労継続支援事業（Ａ型） ９月 ７日(木) 

宇部 
障害福祉サービス事業所 

「サムラ」 
就労移行支援 ９月１３日(水) 

長門 
就労継続支援施設 

キュアポート 
就労継続支援事業（Ｂ型） ９月２２日(金) 

防府 防府温泉ホーム 軽費老人ホーム（Ａ型） １０月１１日(水) 

下松 のんびり村 米川 認知症対応型共同生活介護 １０月１２日(木) 

周防大島 愛和苑 救護施設 １２月１３日(水) 

防府 やはず苑 養護老人ホーム  １月２５日(木) 

山口 
デイサービスセンター 

四つ葉 
通所介護  ２月 ６日(火) 

防府 西浦保育園 保育所 ３月 １日(木) 

 
 
 
 



［巡回訪問結果］ 

ア 苦情解決体制整備状況について 

・苦情解決責任者及び苦情受付担当者は、全ての事業所で設置されていた。 

イ 第三者委員について 

・第三者委員を設置している場合、第三者委員を複数名設置している施設が

多数だった。 

ウ 第三者委員の具体的活動について 

・行事に参加してもらい、利用者や利用者の家族と接点をもっている。 

・必要に応じて相談できる体制を作っている。 

・定期的に苦情解決第三者委員会を開催している。 

・毎年、年度末に受付けた苦情に関する報告会を開催している。 

エ 苦情解決制度の周知について 

（ア）利用者、家族に対して 

   ・家族会で周知を図っている。 

・掲示板に苦情に関する組織図を明記している。 

   ・重要事項説明書等に明記するとともに、玄関等に掲示している。 

・ポスター等に第三者委員の氏名等を明記し、掲示している。 

（イ）職員に対して 

     ・会議、回覧等で職員間の共有を図っている。 

    ・職員研修会で周知を図っている。 

    ・苦情に関する職員研修を定期的に行っている。 

オ 苦情や要望を取り入れるための工夫 

  ・家族会や保護者会において、苦情の受付体制の説明を行っている。 

・意見箱を事業所内に設置している。 

・毎年、利用者満足度調査を実施し、その結果を事業所の運営に反映させて

いる。 

・事業所内において、苦情の相談窓口、第三者委員の連絡先等を掲示し周知

している。 

・日々のコミュニケーションの中から、苦情や要望をキャッチするようにし

ている。 

・事業所内の自治会にて周知している。 

カ 苦情への対応 

    ・対応した苦情については、第三者委員へ報告を行う。 

    ・苦情の内容によっては、対応結果を利用者へ公表する。 

    ・職員会議等により、苦情の内容や対応等について、職員間で共有する。 

キ その他（質問等） 

    ・苦情を自ら発信できない利用者からの苦情や要望をきちんと把握できるよ

うに、常日頃の支援において意識していく必要がある。 

    ・被害妄想等から発生する苦情については、随時医療機関への受診も含めて

対応している。 



４ 研修会活動状況 

（１）福祉サービス苦情解決制度研修会 

利用者からの苦情を第一線で受けとめる苦情受付担当者には、申出人の話を聴き、

気持ちや要望を受け止めること、言いたくても言いにくいと感じている利用者の苦

情や要望を積極的に発掘していくことが大切になる。 

そのため、事業所における苦情解決の意義を再度確認するとともに、苦情受付の

際に担当者に求められる視点や姿勢、対応のポイントを学ぶことを目標に研修会を

開催した。 

  

   ○ 日 時  平成３０年２月１４日（水） 

        午後１時から午後４時１５分まで 

   ○ 場 所  山口県セミナーパーク 大研修室 

   ○ 参加者  １４３人 

   ○ 内 容  ※ 別添 「福祉サービス苦情解決制度研修会」抄録を参照 

 

（２）研修会への講師派遣 

   ア 介護労働講習(介護労働安定センター山口支部)    １０月２４日 山口市 

                   

（３）会議・研修会への参加 

  （県外） 

ア 運営適正化委員会事業研究協議会（事務局長対象）  ７月１９日 東京都 

 イ 運営適正化委員会相談員研修会（相談員対象） 

 １０月２６日～２７日 東京都 

 ウ 中国・四国ブロック運営適正化委員会事務局長会議（山口県引き受け） 

 １１月 ２日 山口市 

 

（県内） 

  ア 市町等介護保険苦情処理業務担当者研修会       １１月２８日 山口市 

 


